
議案 第５ ０倚

ひた ちな か市 指定 地域 密着 型サ ービ スの 事業 に関 する 条Ｍ の一 部を

改ｍする 条例制定 につ いて

ひた ちな か市 指定 ｊｉ 域密 着Ｓ サー ビス の事 業に 関す る条 例の 一部 を改 ｉＥ する 条例

をｇｊ紙 のと おり 制定する。

令和 ３年　 ３Ｊ１　 ３日　 提出

令和　 年　　 大丿　　 日　 議決

ひた ちな か市長　 大　谷

１

明



ひた ちな か市 条例第　　号

ひた ちな か市 指定 Ｊき 域密 着型 サー ビス の事 業に 関す る条 例の 一部を

改ｊＥす る条例

ひた ちな か市 指ぶ ｊ加 減密 着型 サー ビス の事 業に 関す る条 例（ 平成 ２４ 年条 例第２

６号）の 一部 を次 のよ うに 改ｊＥＥ する。

第５ 条に 次の ２項 を加 える。

３　 指定 地域密着 型サ ービ ス事 業者 は， 利Ｒｊ者 の人 権の 擁護 ，虐 待の 防止 等の ため，

必・ な体 鼈の 整備 を行 うと とも に， その 従業 者に 対し ，研 修を 実施 する 等の 措置

を講 じな けれ ばな らな い。

４　 指定 丿七 城密 着や サー ビス 事業 者は ，指 ｔｊ七城密着 やサ ービ スを を供 する に肖た

って は， 悵第 １１ ８条 の２ 第１ 項に 規定 する 介護 保険 等関 連情 報そ の他 必・ な情

報を 活ｍ し， 適切 かつ 有効 に行 うよ う努 めな けれ ばな らな い。

第１ ４条 中「維持回復」の次に ［八 び生活機能の維持又は か］ 上」 を加 える。

１

２

付　則

（施行期 日）

この 条例 は， 令和 ３年 ４１ １日 から 施行する 。た だし ，第 １４ 条の 改ｊＥ規 定は，

な布 の日 から 施行する。

（経過措置）

この 条Ｍ の施行の 日か ら令加６ 年３ Ｊ１ ３　１　日ま での 間に おけ る改 ‾を後の 第５条

第３ 項の規定 の適 ＪＩ］に つい ては ，回 項中 「講 じな けれ ば」 とあ るの は， 「講 じるよ

うに 努め なけ れば」と する。

２



ＣＪ

参考資料

ひた ちな か市指定地域密着型サービ スの事業 に関する 条例新「日対照表

旧 新 備考

（指定ま域密着やサー ビスの事業の一般原則）

第５ 条　略

２　略

（指定看護小規模多機ｔ型居宅介護 のま水力針）

第１ ４条　指定地域密着型サービスに該售する法第８条第２ ３項に規定する複

合をサー ビス （介護保険法施行規ｍ （平成１ １年厚生省令第３ ６号）第 １７

条の １２ に規定する看護小規模多機能型悟宅介護に肇る。 ）の事業は， 要介

膜状態と なっ た場合に おい ても ，そ の利 万万】者 が‾叭能 な限 りそ の居宅におい

て， その有す る能力に応じ 自を した 日常生活 を営むこ とが でき るよ う， その

療養 生活 を支援し ，む身の機能 の維持回復を 目指すも ので あっ て， かつ ，第

９条に規定する指定小規模多機能型居宅介膜のま水力針を踏ま えて行う もの

でな ければな らな い。

（指定謇嵬密着型サー ビス の事業の一般原則）

第５ 条　略

２　略

３　 指定ｔ減密着型サービス事業者 は， 利ｍ者の人権の擁護， 虐待の防止等の

ため，必ぞな体覬の整備を行う とと もに ，そ の従業者に対 し， 研修を実施す

る等の措置を講じなければなら ない。

４　 指定加減密着型サービス事業者は， 指定地域密着型サービスを提供するに

当た ってはノと第 １１ ８条 の２ 第１ 項に規定する 介護保険等関連情報そ の他

必要な情報を活Ｊ１１ し， 適切かつ有効に行うよ う努めなければな らない。
一一

（指 定看護／」ヽ規模多機能型居宅介護 のぶ本方針）

第１ ４条　指定ｊｔ域密着やサー ビス に該售す る法第８ 条第 ２３ 項に規定する複

合型サー ビス （介護保険法施行規ｍ （平成１ １年厚生省令第３ ６そ）第 １７

条の １２ に規定す る看護／ｊヽ規模多機能型居宅介護に限 る。 ）の事業 は， 要介

護状態と なっ た４合におい ても ，そ の利 Ｊｌｊ者 がｊｌ能 なｍ りそ の居宅におい

て， その有する能力に応じ 自立 した 日常生活を営むこ とができ るよ う， その

療丿俟生恬をまま し， むをの機ｔの維持回復皿僅Ｘけ参上を目

指す もの であ って ，かつ， 第９ 条に規定する 指定 ノ」 ヽ規模多機能顋晤宅介護の

基本方甎を踏まえて行 うも のでなければなら ない。
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